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高石市教育委員会定例会会議録

（令和５年６月定例会）

開会及び閉会の年月日時

会議に出席した者の職及び氏名

議題及び議事の要旨及び議決事項

・議案第１号 令和６年度使用教科用図書採択に係る高石市立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会への諮問について

開 会 令和５年６月７日 午後３時００分

閉 会 令和５年６月７日 午後３時２０分

委 員 教 育 長 ： 木 嵜 茂 巳

委 員 ： 西 中 隆

委 員 ： 佐 野 慶 子

委 員 ： 西 村 陽 子

委 員 ： 吉 村 文 一

事務局職員 教 育 部 長 ： 村 田 佳 一

教育部次長兼

社 会 教 育 課 長 ： 佐 藤 信 雄

教 育 部 次 長 ： 松 田 訓 一

こ ど も 未 来 室 長 ： 家 村 美 雪

教 育 総 務 課 長 ： 綾 井 康 浩

学 校 教 育 課 長 ： 山 﨑 陽 子

教育総務課長代理 ： 水 谷 亘

社会教育課長代理

兼青少年対策班長

兼たかいし市民文化会館長 ： 道 井 里 沙

こ ど も 家 庭 課 長 ： 吉 村 あかね

子 育 て 支 援 課 長 ： 阪 上 徹

学校教育課長 議案第１号「令和６年度使用教科用図書採択に係る高石市立義務教

育諸学校教科用図書選定委員会への諮問について」説明します。

本議案は、令和６年度から小学校で使用する教科用図書採択につい

て、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に対し、諮問する

ことを承認いただくものです。

大阪府教育委員会で説明されています令和６年度使用義務教育諸学

校教科用図書採択の基本事項に教科用図書選定委員会運営要領の項目

があり、教育委員会は教科用図書選定委員会を設置すること、選定委

員会は、教育委員会の諮問により教科用図書の調査及び研究を行い、

その選定に関し、教育委員会に意見を答申することとなっています。

つきましては、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に対

し、諮問することを承認お願いします。

採決 可決
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・議案第２号 令和５年度高石市学校評議委員の委嘱について

・議案第３号 市長からの意見徴収について

学校教育課長 議案第２号「令和５年度高石市学校評議委員の委嘱について」説明

します。

学校評議委員は、高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規

則第３条の４並びに高石市学校評議員実施要綱において、小学校及び

中学校に学校評議員をおき、学校運営の透明性を高めるとともに、学

校が保護者、地域住民等の意向を把握し、その信頼に応え、家庭や地

域と連携しながら開かれた学校づくりを推進していくことを目的とし

て、校長から推薦いただき、教育委員会が委嘱を行っています。

つきましては、別添学校評議員名簿のとおり各小、中学校長より推

薦されておりますので、ご承認をお願いします。

なお、任期については、委嘱された日からその日の属する会計年度

の末日までとなっています。

採決 可決

教育総務課長 議案第３号「市長からの意見徴収について」説明します。

本議案は、令和５年第２回高石市議会定例会に提出する議案につい

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定によ

り、市長から意見を求められた件について、異議ない旨回答すること

について、お諮りするものです。

「令和５年度高石市一般会計補正予算」について、まず最初に教育

総務課より説明します。

18 ページの歳入の雑入の内、小学校給食費弁償金を 90,982,000 円

の減額、中学校給食弁償金 44,738,000 円の減額の予算を計上してい

ます。これは、先月の定例会において可決いただきました、令和５年

度の１・２学期の給食費を無償化の規則改正に基づき、令和５年度予

算へ反映したものです。財源については、17 ページの国庫補助金に

計上しています「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金」を活用します。

次長兼

社会教育課長

社会教育課からは、25 ページの運動施設管理費において、高師浜

総合運動施設改修工事費 72,813,000 円を計上しています。

これは、昨年度、高師浜総合運動施設のキャンプ場部分をニーズの

高いスケートボード場に再整備し、今年３月にオープンしたところで

す。今年度は、スケートボードと同じくオリンピックの正式種目であ

ります３Ｘ３バスケットボールコートを同施設内に整備し、多世代が

集い、スポーツを通じて交流する場となるようさらなる利用促進を図

ってまいりたいと考えています。

こ の 財 源 は 、 18 ペ ー ジ の 雑 入 の ス ポ ー ツ 振 興 事 業 助 成 金

16,000,000 円、市債の高師浜総合運動施設整備事業債 51,100,000

円、残りの 5,713,000 円は一般財源となります。

吉村委員 このコートの設置場所はどこですか。

次長兼

社会教育課長

このコートの設置場所は、スケートボード場と運動場の間の空地に

設置予定となっています。

吉村委員 使用料は、発生するのでしょうか。

次長兼社会教育

課長

使用料については、受益者負担の観点から有料で考えています

吉村委員 管理者は、スケートボード場と同じ事業者になるのですか。
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・報告第１号 高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会教育委員会の任

命並びに委嘱について

・報告第２号 教育委員会の後援等に関する報告について

・報告第３号 教育委員会関係諸行事等の報告について

次長兼社会教育

課長

高師浜総合運動施設の指定管理者で管理しますので、スケートボー

ド場と同じ事業者です。

佐野委員 スケートボード場が開設されましたが、いままでの利用人数を教え

て下さい。

次長兼

社会教育課長

スケートボード場は、３月 20 日から一般供用を開始しました。

３月 20 日から５月 31 日までの利用状況は、延べ人数で 677 人となっ

ています。

佐野委員 利用者数は、当初の目標どおりなのですか。

次長兼

社会教育課長

概ね、予定どおりと考えています。

西村委員 基本的な質問ですが、バスケットボールの３Ｘ３とはどういうスポ

ーツですか。

次長兼

社会教育課長

通常のバスケットボールは、５人対５人ですが、３Ｘ３は３人対３

人になります。コートのサイズは通常のバスケットボールのコートの

半分となります。

西村委員 通常は３人のチームで利用してもらうというイメージですか。

次長兼

社会教育課長

利用については、たとえば、２対２で練習したいということであっ

ても問題ないです。

採決 可決

学校教育課長 本報告は、５月定例会において教育長をして臨時代理することを議

決いただきました「高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会教

育委員会の任命並びに委嘱について」高石市立義務教育諸学校教科用

図書選定委員会規則第３条の規定に基づき、33 ページの委員名簿に

記載の６名の方の任命及び委嘱を教育長に臨時代理していただきまし

たので、報告します。

木嵜教育長 報告があったものとして処理します。

教育総務課長 本報告は、高石市教育委員会の後援等に関する規程第２条第１項の

規定に基づき処理したものについて、同条第２項の規定により、35

ページ記載の学校教育課１件、社会教育課８件、こども家庭課１件の

合計 10 件の報告をするものです。

木嵜教育長 報告があったものとして処理します。

各所属長 令和５年５月 10 日から令和５年６月６日までの当委員会関係諸行

事について説明。

木嵜教育長 報告があったものとして処理します。


